
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 願 い 
長建国保加入事業所が法人化される場合や、従業員が５名以上となる場合は該当日から５日以内に適用除外申請をし

なければ長建国保を継続する事ができません。該当事業所は事前に組合にご相談下さい。 
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<Ｉｎｄｅｘ> 

・コロナ感染した時の給付制度を再確認 ・・１Ｐ 

・長建会ゴルフコンペ開催のご案内 ・・・・２Ｐ 

 

 

令和４年（2022） 

・各種専門士をお探しの方へ(ご紹介)・・・・・・２Ｐ 

・７月新規加入者の紹介・・・・・・・・・・・・２Ｐ 

もしも感染してしまったら･･･ 

組合給付金制度を再確認して下さい 

新型コロナ 

第７波到来 

第７波の到来により、長野県下においてコロナ感染者が急増しています。８月はお盆の里帰り等、人

の流れが多くなると予想されます。いつ、どこで、誰が感染してもおかしくない状況ですので、再度、

感染対策を徹底し、予防に努めていきましょう。 

もし感染してしまった場合、組合制度より対象となる給付があります。下記表をご覧いただき、制度

内容を再度ご確認下さい。（全て自己申告による申請ですので、あらかじめご理解下さい） 
長建国保 けんろう共済 セット共済

入院

①《傷病手当金》

職層(事業主、一人親方、従業員

等)により金額が異なります。

※給付日額3,500円～6,000円

②《健康保険料の2ヶ月分免除》

※対象期間：令和4年4月～12月末

※申請期限：令和5年1月末日まで

《休業補償共済金》

◎65歳未満 → 4,000円/日

◎65歳以上 → 2,000円/日

※4日目まで免責(5日目より対象)

自宅療養 -
《休業補償共済金》

◎65歳未満 → 2,500円/日

◎65歳以上 → 1,500円/日

※4日目まで免責(5日目より給付)

ただし、退院直後の療養免責なし

死亡

①《葬祭費》　70,000円

②《健康保険料の2ヶ月分免除》

※対象期間：令和4年4月～12月末

※申請期限：令和5年1月末日まで

《死亡弔慰金》

20,000円

《死亡給付金》

◎60歳以下 → 4,710,000円

◎65歳以上 →   510,000円

提出書類

①入院･･･傷病手当金申請書(医療

機関・医師の証明記載のもの)、

あるいは医師の診断書（コピーで

も可）等

②死亡･･･死亡診断書等

下記①、②のいずれか一つ

①（保健所発行による）「就業制

限通知書」または「就業制限解除

通知書」

② 「病名」「労務不能期間」を

証明できる書類(診断書等)

①入院･･･医師の診断書(コピー)

②死亡･･･死亡診断書 他

　(組合事務局へお問合せ下さい)

《傷病見舞金》

※休業14日以上～休業120日以上

（2,000円～13,000円）

上記のとおり、各種保険・共済の対象となる給付制度があります。申請方法やその他詳細について

等、何かご不明点がある場合は組合事務局までお問合せ下さい。 

※濃厚接触による《自宅待機》は、恐れ入りますが対象給付はありません。 



 
日  時：１０月２６日(水) ※現地８時３０分集合 

場  所：長野国際カントリークラブ 

会  費：３，０００円 

懇親会：３，０００円 

お申込：参加者名・連絡先を記載の上、組合事務局 

までＦＡＸ(２２７-９８１３)して下さい。 

 

  １０月１４日(金)までにお申込み下さい。 

 

新型コロナ感染状況により、コンペ・懇親会ともに中止となる

場合もございます。あらかじめご理解、 ご承知おき下さい。 

お申込締切は… 

１０月１４日(金)まで 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■発行：長 野 建 設 産 業 労 働 組 合 〒380-0904長野市鶴賀字河原 298-1 

Tel 026（226）3037 / Fax 026(227)9813 / Mail chou-ken@mx2.avis.ne.jp 

■発行責任者：組合長 猪俣 正由 ■編集：組合事務局  

長 野 建 労 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 
講習会や組合健診等、最新情報を配信中！ 

お友達登録してご利用下さい♪ 

 

長 野 建 労 

公  式 

Home Page 
http://www.kenrou.net/ 
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相談業務：相続・遺言・商業法人登記 等 

〒380-0803長野市三輪９－１０－９ 

℡ 026-262-1012 

 

各種専門士の方々への相談で、ご連絡をされる際「長野建設産業労働組合の組合員」であることをお伝え下さい。 

相談業務：社会保険 全般 

〒382-0099 須坂市墨坂２－１０－１６ 

℡ 026-251-2577 

 

相談業務：税務書類の作成、会計相談 等 

〒388-8088長野市合戦場 2-115-2 ﾄﾖﾋﾞﾙ 2Ｆ 

℡ 026-293-5200 

 

相談業務：交通事故・離婚・債務整理等 

〒381-0871  長野市西長野５ 

℡ 026-232-8825 / http://t-k-law.jp/ 

長野建労・組合員の方は、

初回法律相談を30分無料

で受けられます。ご希望

は左記事務所へ直接ご連

絡して下さい。 

 

 

小林 正憲（古牧・２班） 

髙橋 祐哉（三輪・７班） 

吉﨑 丈晴（城北・義家班） 

福田 健二（吉田・１班） 

ｱﾃﾞｨﾃｨﾔ・ﾌｨﾙﾏﾝｻ（若槻・６班） 

 

 

 

 

ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ・ﾄｲﾌﾞ･ﾋﾀﾞﾔｯﾄ（若槻・６班） 

大野 雅和（川田・３班） 

上村 歩武（非支部） 

松林 健一（非支部） 

他１名 

 

◎７月加入者数 合計10名 

 

 

 


